
○ 「公金受取口座登録制度」は、国民の皆様に、今後の公金受取のための口座をマイナンバーとともに登録いただく
ことで、緊急時の給付金をはじめ、様々な公的給付の支給に利用できるようにするもの。

○ ３月28日より、マイナンバーカードを利用してマイナポータルから公金受取口座の登録等が可能となっている。
○ 給付事務における登録口座情報の利用については、10月11日より運用開始（現在150種類の給付事務で利用可能）。
※ デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和４年（2022年）６月７日）においては、「公金受取口座の登録を推進するとともに、
行政機関による登録口座情報の利用の仕組みについて令和４年度（2022 年度）中の運用開始を目指す。」とされている。

「公金受取口座」
（国民の意思に基づき１人１口座を国に登録）

預貯金口座情報の登録制度なし
（給付金の申請の都度、口座情報を提出）

国民 行政機関等 国民 行政機関等

 申請書に加えて、通帳の写し
等の添付書類を提出

 行政機関等職員は申請書ごと
に口座情報の確認作業も必要

 口座情報の記載及び添付書類
が不要

 口座情報の確認が不要となり、
給付事務が簡素化

 登録口座は口座存在確認済み
のため、振込不能にならない

申請書＋
添付書類（口座情報）

申請書

迅速な給付

口座情報

デジタル庁が管理する
公金受取口座登録システム

Before After
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公金受取口座の登録件数推移

国民にとってより簡易な登録が可能となるように、登録方法の拡大に向けて法改正等も含め検討中。

マイナポイント第２弾
公金受取口座登録に係る
ポイント申込開始（6/30）

（千件）
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特定公的給付

申請者個人を一意に特定することが可能となり、給付事務における照合作業が簡素化。
※ 制度上は、他の市区町村が保有する税情報もマイナンバーを利用して取得可能。

1. 給付金の支給要件確認等のために必要な情報（例えば地方税情報）を、給付金の事務のために取得・利用する
ことができる。

支給対象者の大宗をあらかじめ特定し、申請不要で支給を行うことも可能となる。

2. 上記の情報を個人番号（マイナンバー）を利用して管理することができる。

特定公的給付制度の概要
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個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあ
る災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの又は経済事情の急激な変動による影響を緩和す
るために支給されるものとして内閣総理大臣が指定。（口座登録法第10条）
【指定実績】
】ああ】
【】

【指定実績】 2021年５月19日 子育て世帯生活支援特別給付金
2021年６月25日 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
2021年12月６日 子育て世帯への臨時特別給付（15歳以下分）
2021年12月21日 子育て世帯への臨時特別給付（16～18歳・新生児、クーポン）

住民税非課税世帯等臨時特別給付金
2022年６月１日 子育て世帯生活支援特別給付金
2022年６月30日 山梨県生活困窮者緊急生活支援金
2022年７月29日 地方公共団体における独自給付15件
2022年８月31日 地方公共団体における独自給付33件
2022年９月30日 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

地方公共団体における独自給付21件
2022年10月31日 地方公共団体における独自給付17件

94件指定済



〇預貯金者が効率的に申請を行うことを可能とするとともに、マイナンバーの紐づけによる具体的なメリットを感じて
もらうことで、預貯金口座付番の実効性を高める。
①預貯金者の意思に基づき、一度に複数の金融機関の預貯金口座に付番
②災害時又は相続時に預貯金者又はその相続人からの求めに応じて、当該預貯金者の預貯金口座を特定する仕組み

新たな「預貯金口座付番制度」の概要

①新たな預貯金口座付番制度

預貯金者

②災害時・相続時口座照会制度

・金融機関だけでなくマイナポータルからの付番申請も可能
・預金保険機構を介して一度に複数の金融機関へ付番が可能

受付金融機関

マイナポータル

預金保険機構
・
・
・

確認金融機関
受付金融機関 預金保険機構 確認金融機関相続人

・
・
・被相続人の付番された口座情報を通知

・災害時の払戻手続や相続手続に活用することが可能

（相続時照会）

受付金融機関

現在

国民の付番申出は金融機関の窓口からのみで、金融機関ごとに申し
出なければならない。

（当該金融機関の口座に付番）

（当該金融機関の口座に付番）

（当該金融機関の口座に付番）

預貯金者 受付金融機関

受付金融機関

公布（2021年５月19日）から
３年以内に施行予定

11制度の施行に向けて、現在、デジタル庁・預金保険機構・金融機関においてシステムを構築中。



参考資料
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マイナンバーカードの安全性

大切な個人情報は入っていない

✓ ICチップ部分には、
税や年金などの
個人情報は記録されない。

なりすましはできない

マイナンバーを見られても個人情報は盗まれない

✓ マイナンバーを利用するには、
顔写真付き身分証明書等での
本人確認があるため、悪用は困難。

➣ 紛失・盗難の場合は、
２４時間３６５日体制で停止可能

➣ アプリ毎に暗証番号を設定し、
一定回数間違うと機能ロック

➣ 不正に情報を読み出そうとする
と、ICチップが壊れる仕組

万全のセキュリティ対策

✓ 顔写真入りのため、
対面での悪用は困難。

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

（裏面）

1234 5678 9012
氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

オンラインの利用には
マイナンバーは使われない
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